
公益財団法人島根県スポーツ協会表彰規程運用基準 

平成３年３月２０日制定、平成３年４月１日施行 

平成 ７年 ８月 ９日改正 

平成１５年１２月２４日改正 

平成１６年１１月１７日改正 

平成１８年１０月３０日改正 

平成２２年 ５月１８日改正 

平成２７年 ５月２２日改正 

平成２８年 ５月２０日改正 

平成２９年 ９月２２日改正 

平成３０年 ４月 １日改正 

令和 元年１１月 １日改正 

令和 ３年１１月２２日改正 

令和 ４年 ４月 １日改正 

令和 ５年 ５月 １日改正 

令和 ６年 ４月 １日改正 

令和 ７年 ４月 １日改正 

 

公益財団法人島根県スポーツ協会表彰規程（以下「表彰規程」という。）運用につい

ての基準は、概ね次のとおりとする。 

１．表彰の対象者について（第２条） 

第１号 

（１）【優秀選手】 

  ①国民スポーツ大会（正式競技及び特別競技）において８位以内に入賞した選手 

  ②(公財)日本スポーツ協会加盟の各競技団体の中央組織が主催する全日本選手権

 大会又はそれに匹敵する大会で３位以内に入賞した選手(チーム)。 

  ③下表に掲げる大会において、３位以内に入賞した選手(チーム)。 

競技会区分 対象となる全国スポーツ競技大会 

全国高等学校 

競技大会 

全国高等学校総合体育大会 

全国高等学校選抜優勝大会 

全国高等学校野球選手権大会 

全国高等学校野球選抜優勝大会 

全国中学校 

競技大会 

全国中学校体育大会 

全国中学校種目別競技大会 

その他  上記の大会以上と認められる大会 

  ④各競技の世界選手権大会（あるいはワールドカップ大会）及びアジアオリンピック

    評議会が主催するアジア競技大会日本代表となった者。ただし、プロ、アマチュア

    を問わず選手に限る。 

   ⑤日本代表（各カテゴリー別の代表を含む）として各種国際大会に出場し、上位

    に入賞した選手（チーム）。ただし、選手がチームの一員の場合は、活躍状況



    によるものとする。 

（２）【優良選手】 

   (公財)日本スポーツ協会加盟の各競技団体の中央組織が主催し、職域または年齢

    (マスターズ等)などの特別の制限を設けた全国大会において、３位以内に入賞し

    た選手(チーム) 

 （３）【特別優秀選手】 

    オリンピック競技大会に出場した選手、各競技の世界選手権大会（あるいはワール

    ドカップ大会）及びアジアオリンピック評議会が主催するアジア競技大会で優秀な成

    績を収めた選手。 

第２号【優秀指導者】 

（１）国民スポーツ大会で入賞した監督等 

   国民スポーツ大会（正式競技）において８位以内に入賞し得点した種別の監督

    （大会要項でエントリーされたホースマネージャー等を含む。） 

（２）団体の指導者等 

第１号（１）【優秀選手】② ③ ④ ⑤ 及び（３）【特別優秀選手】の選手（チ

ーム）を育成した指導者及び、市町村等の地域団体、競技団体及び学校体育団

体の指導者、役員でその功績が顕著な指導者   

第３号【優良団体】 

（１）国民スポーツ大会男女総合成績及び女子総合成績において８位以内に入賞した 

競技団体 

（２）次の各号の条件をすべて満たす団体 

   ①１０年以上継続して活動していること。 

②活動が他の団体の範に足ると認められ、その地域又は職場等のスポーツ振興 

    に貢献していること。 

③地域、職場等のスポーツクラブ及び同好会、学校、大学の運動競技部等である

    こと。 

④過去１０年以内にこの表彰を受けていないこと。 

 

２．候補者の推薦について 

（１）この表彰規程に基づく候補者の推薦者は次のとおりとする。 

①各加盟団体の代表者 

②県スポーツ協会の常勤役員 

（２）第１号（１）【優秀選手】② ③ ④ ⑤ 、（２）【優良選手】及び（３）【特

別優秀選手】に該当する候補者の推薦条件は次のとおりとする。 

①中学生以上の者又は中学生以上の者で構成されている選手（チーム） 

    （小学生は対象としない。） 

  ②国民スポーツ大会関係の表彰（第１号（１）【優秀選手】① に該当する表彰）

    を当該年度に受賞していない者。（同一人に対する表彰は、年１回とする。） 

   ただし、（３）【特別優秀選手】に該当する選手はこの限りではない。 

③社会人においては「国際スポーツ競技会出場者に対する激励費贈呈要綱」の「対

象者及び区分」に合わせて行う。 



（３）第２号【優秀指導者】（２）に該当する候補者の推薦条件は次のとおりとする。 

 ①過去に第２号【優秀指導者】（２）に該当する表彰を受けていない者。 

    ただし、次の場合はこの限りではない。 

     ア．地域における功績と競技団体に係る功績で推薦する場合 

     イ．異なる競技における功績で推薦する場合 

②加盟団体からの推薦は、各年度１名を原則とする。  

③市町村の地域団体、競技団体及び学校体育団体の指導者、役員でその功績が顕

    著な指導者の活動歴は１０年以上であることを原則とする。 

④国民スポーツ大会関係の表彰（第２号【優秀指導者】（１）に該当する表彰）

  を当該年度に受賞していない者。（同一人に対する表彰は、年１回とする。） 

（４）国民スポーツ大会関係の表彰対象者（第１号（１）【優秀選手】① 並びに第２

号【優秀指導者】（１）に該当する者及び第３号【優良団体】（１）に該当す

る競技団体）は、国民スポーツ大会の成績により決定するため、推薦者の推薦

を要しない。 

（５）県教育長のスポーツ功労者及びスポーツ優良団体表彰を既に受賞した者（団体）

は、この表彰の対象から除く。 

（６）候補者の推薦は、別紙様式による。 

 

３．表彰の時期（第４条） 

国民スポーツ大会関係の表彰（第１号（１）①、第２号（１）、第３号（１））

は、大会終了後出来るだけ速やかに行うこととし、その他の表彰は、県スポーツ協

会の理事会の開催に併せて行うことを原則とする。 

 

《参考》（2．候補者の推薦について（２）➂） 

【国際スポーツ競技会出場者に対する激励費贈呈要綱（抜粋）】 

（対象者及び区分） 

第３条 第２条に定める激励費の対象者及び区分については次のとおりとする。 

区  分 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 
ｱｼﾞｱ大会 

世界大会 
その他の国際大会 備 考 

選手 

社会人 

大学生 

県内在住者 ○ ○ ○ 
県外在住者であっても国スポに本県代表として出場し

ている選手は県内在住者とみなす 

県出身者 ○ △※  

 島根県内の小学校、中学校、高等学校のいずれかを卒

業した選手でかつ親族が島根県内に在住している選手 

※オリンピック実施競技にない競技は、アジア競技大会

を対象とする 

国スポふるさと選手 ○ ○ ○ 前年度または当該年度にふるさと登録をした選手 

高校生 

中学生 
県内在住者 ○ ○ ○ 

県外在住者であっても国スポに本県代表として出場し

ている選手は県内在住者とみなす 

監督・コーチ 県内在住者 ○ ○ ○ 
監督・コーチについては原則年１回の激励費 贈呈とす

る 

  

 


